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「全日本博物館学会会長・委員の選挙および監事の選任に関する細則」新旧対照表 

改正後（新） 改正前（旧） 

全⽇本博物館学会会⻑・委員の選挙および
監事の選任に関する細則 
 

2008年2⽉5⽇ ⼀部改正 
2009年5⽉9⽇ ⼀部改正 

2013年4⽉14⽇ ⼀部改正 
2015年4⽉18⽇ ⼀部改正 
2016年4⽉11⽇ ⼀部改正 

2017年7⽉1⽇ ⼀部改正 
2017年10⽉22⽇ ⼀部改正 

2018年10⽉9⽇ ⼀部改正 
2026年1⽉12⽇ ⼀部改正 

 
（趣旨） 

第１条 本学会の会⻑・委員の選挙の実施
および監事の選任に関し、必要な事項を
定める。 
（定期選挙の実施時期） 

第２条 会⻑・委員の選挙は、この細則に
別段の定めがある場合を除き、3 箇年任
期の残任期間が概ね 3 箇⽉となった時
期に実施する。 
（選挙管理委員会） 

第３条 選挙を施⾏するにあたり、⾃薦⼜
は他薦によった者から会⻑が委嘱する正
会員 5 名からなる選挙管理委員会を組
織する。 

２ 選挙管理委員の委嘱は、選挙実施の概
ね5箇⽉前に⾏うものとする。 

３ 選挙管理委員の任期は、委嘱⽇から当
該選挙に関する事務の全てが終了した⽇
までとする。 

４ 選挙管理委員は、委員⻑を互選する。 
５ 現職の会⻑・委員および監事は、選挙

全⽇本博物館学会会⻑・委員の選挙および
監事の選任に関する細則 
 

2008年2⽉5⽇ ⼀部改正 
2009年5⽉9⽇ ⼀部改正 

2013年4⽉14⽇ ⼀部改正 
2015年4⽉18⽇ ⼀部改正 
2016年4⽉11⽇ ⼀部改正 

2017年7⽉1⽇ ⼀部改正 
2017年10⽉22⽇ ⼀部改正 

2018年10⽉9⽇ ⼀部改正 
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（定期選挙の実施時期） 

第２条 会⻑・委員の選挙は、この細則に
別段の定めがある場合を除き、3 箇年任
期の残任期間が概ね 3 箇⽉となった時
期に実施する。 
（選挙管理委員会） 

第３条 選挙を施⾏するにあたり、⾃薦⼜
は他薦によった者から会⻑が委嘱する正
会員 5 名からなる選挙管理委員会を組
織する。 

２ 選挙管理委員の委嘱は、選挙実施の概
ね5箇⽉前に⾏うものとする。 

３ 選挙管理委員の任期は、委嘱⽇から当
該選挙に関する事務の全てが終了した⽇
までとする。 

４ 選挙管理委員は、委員⻑を互選する。 
５ 現職の会⻑・委員及び監事は、選挙管
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管理委員を兼ねてはならない。 
（選挙管理委員会の職務） 

第４条 選挙管理委員会は、この細則に基
づいて会⻑・委員の選挙を施⾏、管理す
る。 

２ 選挙管理委員会は、次の事務を⾏う。 
（１） 選挙⽇程の決定 
（２） 選挙⼈名簿の確定 
（３） 候補者の募集および受付 
（４） 被選挙⼈名簿・候補者名簿・選

挙公報・投票⽤紙の作成・配付 
（５） ⽴候補意思の確認 
（６） 投開票の管理 
（７） 開票内容の確定 
（８） 選挙結果の通知・報告 

３ 選挙を施⾏するに際し、重要な事項お
よびこの細則に規定のない必要事項は、
選挙管理委員会の合議により決定するも
のとし、選挙施⾏上問題が発⽣した場合、
選挙管理委員会はその内容と決定した対
応事項について総会に報告するものとす
る。 

４ 選挙管理委員は、その職務を遂⾏する
にあたり、公正中⽴を⼼がけなければな
らない。 

５ 選挙管理委員は、選挙事務を遂⾏する
上で知り得た個⼈情報、投票の秘密その
他の秘密を守らなければならない。 

６ 選挙管理委員⻑は、任期中その職印を
管理する。 

７ 事務局は、選挙管理委員会から求めが
あったときは、必要な情報および物品等
を提供しなければならない。 
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〔第７号を第５号とし、以下号番号を繰り
下げる〕 

 
５ 選挙管理委員⻑は、任期中その職印を
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（選挙権および被選挙権） 
第５条 会⻑・委員の選挙の選挙権および

被選挙権は、候補者の募集を開始する⽇
時点で現に在籍し、会員としての権利を
有する正会員が、これを有する。 

２ 選挙管理委員は、⾃⾝が管理する選挙
における被選挙権を有しない。 
（候補者） 

第６条 会⻑・委員の候補者は、⽴候補⼜
は推薦により届け出られた者とし、届出
期間は概ね４週間を確保するものとす
る。 

２ ⽴候補は、被選挙⼈名簿に登載された
正会員⾃らが、⽴候補者の⽒名、略歴、学
会運営に関する所信、抱負を、指定の期
⽇までに選挙管理委員会に届け出る。 

 
 
３ 推薦は、被選挙⼈名簿に登載された正

会員の中から、被推薦者の⽒名を、推薦
者である正会員が、指定の期⽇までに選
挙管理委員会に届け出る。なお、1 名の
正会員が推薦する被推薦者の数は、会⻑
選挙にあっては１名、委員選挙にあって
は定数以内とする。 

 
４ 推薦による候補者となるには、1名の被

推薦者に対し、3名以上の正会員による推
薦を必要とし、被推薦者に対する推薦者
が3名に満たなかった場合は、当該推薦は
無効とする。ただし、この措置により、第 
2 項による⽴候補者を含め、委員の選挙
で候補者が定数未満となるおそれのある
場合は、選挙管理委員会の合議により、
必要とする推薦者数を「3名以上」から「2
名以上」に読み替えることができる。次

（選挙権および被選挙権） 
第５条 会⻑・委員の選挙の選挙権および

被選挙権は、候補者の募集を開始する⽇
時点で現に在籍し、会員としての権利を
有する正会員が、これを有する。 

２ 選挙管理委員は、⾃⾝が管理する選挙
における被選挙権を有しない。 
（候補者） 

第６条 会⻑・委員の候補者は、⽴候補⼜
は推薦により届け出られた者とし、届出
期間は概ね４週間を確保するものとす
る。 

２ ⽴候補は、被選挙⼈名簿に登載された
正会員⾃らが、選挙管理委員会の規定す
る書⾯に、⽴候補者の⽒名、略歴、学会運
営に関する所信、抱負を記⼊し、⽴候補
者が⾃署捺印の上、指定の期⽇までに選
挙管理委員会に届け出る。 

３ 推薦は、被選挙⼈名簿に登載された正
会員の中から、選挙管理委員会の規定す
る書⾯に被推薦者の⽒名を記⼊し、推薦
者である正会員が署名捺印の上、指定の
期⽇までに選挙管理委員会に届け出る。
なお、1 名の正会員が推薦する被推薦者
の数は、会⻑選挙にあっては１名、委員
選挙にあっては定数以内とする。 

〔新設〕 
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項において同じ。 
５ 選挙管理委員会は、第3項の推薦を受け

付けた後、3名以上の正会員から推薦され
た正会員に対し、候補者となるべきこと
および当選後の役員就任の意思を確認
し、これを応諾する正会員は、その意思
を2週間以内の指定の期⽇までに選挙管
理委員会に届け出る。なお、被推薦者が
推薦を辞退した場合若しくは意思の表明
を⾏わなかった場合、⼜は第 2 項に基づ
く⽴候補を⾏った場合は、当該推薦は無
効とする。 

６ 推薦により候補者となる者は、選挙管
理委員会に対し、略歴、および必要に応
じて学会運営に関する所信、抱負を届け
出るものとする。 
（候補者名簿および選挙公報） 

第７条 選挙管理委員会は、前条により届
け出られた候補者の名簿と、届出内容を
もとにした選挙公報を作成し、正会員に
配付する。 
（投票⽤紙） 

第８条 選挙管理委員会は、投票⽤紙を作
成し、選挙管理委員⻑の職印を捺印の上、
正会員に配付する。 
（投票） 

第９条 正会員は、所定の投票⽤紙に会⻑
については１名、委員については定数以
内を、選挙管理委員会が定める⽅法によ
り選択して記⼊し、投票⽤紙と共に配付
した封筒に投票⽤紙を⼆重に封⼊して厳
封し、郵便にて選挙管理委員会に返送し
て投票する。 

２ 投票⽤紙の配付から投票の締切までの
期間は、概ね4週間を確保するものとす
る。 

 
４ 選挙管理委員会は、前項の推薦を受け

付けた後、推薦された正会員に対し、候
補者となるべきことおよび当選後の役員
就任の意志を確認し、これを応諾する正
会員は、その意思を2週間以内の指定の期
⽇までに選挙管理委員会に届け出る。な
お、被推薦者が推薦を辞退した場合若し
くは意志の表明を⾏わなかった場合、⼜
は第 2 項に基づく⽴候補を⾏った場合
は、当該推薦は無効とする。 

 
５ 推薦により候補者となる者は、選挙管

理委員会に対し、略歴、および必要に応
じて学会運営に関する所信、抱負を届け
出るものとする。 
（候補者名簿および選挙公報） 

第７条 選挙管理委員会は、前条により届
け出られた候補者の名簿と、届出内容を
もとにした選挙公報を作成し、正会員に
配付する。 
（投票⽤紙） 

第８条 選挙管理委員会は、投票⽤紙を作
成し、選挙管理委員⻑の職印を捺印の上、
正会員に配付する。 
（投票） 

第９条 正会員は、所定の投票⽤紙に会⻑
については１名、委員については定数以
内を、選挙管理委員会が定める⽅法によ
り選択して記⼊し、投票⽤紙と共に配付
した封筒に投票⽤紙を⼆重に封⼊して厳
封し、郵便にて選挙管理委員会に返送し
て投票する。 

２ 投票⽤紙の配付から投票の締切までの
期間は、概ね4週間を確保するものとす
る。 
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（無効票） 
第10条 以下の場合は無効票とし、当該投

票⽤紙に記載された全ての事項を無効と
する。 
（１） 投票締切⽇を超過して選挙管理

委員会に到着したもの 
（２） 第９条に規定した送達⽅法以外

により投票されたもの 
（３） 正規の投票⽤紙以外を⽤いたも

の⼜は投票⽤紙の真正性に疑義があ
るもの 

（４） 定数を超えて投票されたもの 
（５） 候補者以外の⽒名その他選挙と
無関係な事項が記載されたもの 

 （電⼦投票） 
第11条 選挙管理委員会は、投票⽤紙によ

る書⾯投票に代えて、インターネットを
利⽤した電⼦投票を採⽤することができ
る。 
（電⼦投票による投票） 

第12条 正会員は、選挙管理委員会の開設
する電⼦投票ページにおいて、選挙管理
委員会が定める本⼈確認のための情報を
⼊⼒の上、会⻑については１名、委員に
ついては定数以内を、選挙管理委員会が
定める⽅法により選択し、送信すること
で1回のみ投票する。 

２ 電⼦投票の実施期間は、概ね4週間を確
保するものとする。 
（電⼦投票の無効票） 

第13条 以下の場合は無効票とし、当該正
会員による電⼦投票による投票⾏為の全
てを無効とする。 
（１） 投票期間以外に送受信されたも

の 
（２） 指定された⽅法以外で投票され

（無効票） 
第10条 以下の場合は無効票とし、当該投

票⽤紙に記載された全ての事項を無効と
する。 
（１） 投票締切⽇を超過して選挙管理

委員会に到着したもの 
（２） 第９条に規定した送達⽅法以外

により投票されたもの 
（３） 正規の投票⽤紙以外を⽤いたも

の⼜は投票⽤紙の真正性に疑義があ
るもの 

（４） 定数を超えて投票されたもの 
（５） 候補者以外の⽒名その他選挙と
無関係な事項が記載されたもの 

〔新設〕 
 
 
 
 
〔新設〕 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
〔新設〕 
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たもの 
（３） 正会員である投票者の本⼈確認

情報が確認できないもの 
（４） 1名の正会員から複数回投票され

たもの 
（５） 電⼦投票に伴う通信に不正があ

るもの⼜は通信の真正性に疑義があ
るもの 

（６） 定数を超えて投票されたもの 
（７） 選挙と無関係な事項が記載され

たもの 
（当選者） 

第14条 会⻑は、候補者中有効投票の最多
得票者を当選者とする。 

２ 委員は、有効投票の得票数の多い候補
者から順次、委員定数以内を当選者とす
る。 

３ 候補者の有効得票数が同数であった場
合の順位は、会員歴の⻑い候補者を上位
とし、会員歴も同じ場合の順位は、選挙
管理委員会が抽籤によって決定する。 
（無投票当選） 

第15条 候補者数が会⻑選挙にあっては１
名、委員選挙にあっては定数以下であっ
た場合は、正会員による投票によらず、
候補者を無投票で当選とする。 

 （信任意向投票） 
第16条 無投票により会⻑⼜は委員の当選

者が決定した場合、他の選挙にあわせて、
正会員による信任の意向投票を⾏うこと
ができる。ただし、信任意向投票は、無投
票当選の結果に影響を与えない。 

２ 信任意向投票の実施および⽅法は、選
挙管理委員会の合議により決定する。 
（再選挙） 

第17条 会⻑選挙で候補者がなかった場

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（当選者） 
第11条 会⻑は、候補者中有効投票の最多

得票者を当選者とする。 
２ 委員は、有効投票の得票数の多い候補

者から順次、委員定数以内を当選者とす
る。 

３ 候補者の有効得票数が同数であった場
合の順位は、会員歴の⻑い候補者を上位
とし、会員歴も同じ場合の順位は、選挙
管理委員会が抽籤によって決定する。 
（無投票当選） 

第12条 候補者数が会⻑選挙にあっては１
名、委員選挙にあっては定数以下であっ
た場合は、正会員による投票によらず、
候補者を無投票で当選とする。 

〔新設〕 
 
 
 
 
 
 
 

（再選挙） 
第13条 会⻑選挙で候補者がなかった場
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合、当該選挙は無効とし、再選挙を⾏う。 
（繰り上げ当選） 

第18条 任期の途中で委員が⽋けた場合
は、残任期間が6箇⽉を超えるときは、次
点以下の落選者を順次繰り上げ当選者と
して補充する。残任期間が6箇⽉以下の場
合⼜は繰り上げるべき者がいない場合
は、⽋員とする。 

２ 選挙管理委員会が解散した後に繰り上
げ当選者の決定を⾏う場合は、当該選挙
に関し、解散前の選挙管理委員会によっ
て確定された選挙結果に基づき、委員会
が選挙管理委員会の職務を代⾏する。 

３ 繰り上げ当選者の任期は、前任者の残
任期間とする。 
（補⽋選挙） 

第19条 任期の途中で会⻑が⽋けた場合、
副会⻑が会⻑の職務を代⾏する。ただし
会⻑の残任期間が18箇⽉を超える場合
は、会⻑の補⽋選挙を⾏う。 

２ 会⻑補⽋選挙の⼿続きは、定期選挙の
⼿続きに準じる。ただし、選挙管理委員
の委嘱は、副会⻑が⾏う。 

３ 補⽋当選した会⻑の任期は、前任者の
残任期間とする。 
（選挙結果報告） 

第20条 選挙管理委員会は、開票内容が確
定し、⼜は無投票当選が確定した場合、
会⻑および各候補者に対し、速やかに選
挙の結果として当選者並びに次点者の⽒
名および順位を通知するものとする。 

２ 選挙管理委員会は、選挙の結果を学会
ニュース誌上⼜は⽂書および選挙後直近
の総会において会員に報告する。 

３ 繰り上げ当選者⼜は補⽋選挙当選者に
ついては、学会ニュース誌上⼜は⽂書に

合、当該選挙は無効とし、再選挙を⾏う。 
（繰り上げ当選） 

第14条 任期の途中で委員が⽋けた場合
は、残任期間が6箇⽉を超えるときは、次
点以下の落選者を順次繰り上げ当選者と
して補充する。 

 
 
２ 選挙管理委員会が解散した後に繰り上

げ当選者の決定を⾏う場合は、当該選挙
に関し、解散前の選挙管理委員会によっ
て確定された選挙結果に基づき、委員会
が選挙管理委員会の職務を代⾏する。 

３ 繰り上げ当選者の任期は、前任者の残
任期間とする。 
（補⽋選挙） 

第15条 任期の途中で会⻑が⽋けた場合、
副会⻑が会⻑の職務を代⾏する。ただし
会⻑の残任期間が18箇⽉を超える場合
は、会⻑の補⽋選挙を⾏う。 

２ 会⻑補⽋選挙の⼿続きは、定期選挙の
⼿続きに準じる。ただし、選挙管理委員
の委嘱は、副会⻑が⾏う。 

３ 補⽋当選した会⻑の任期は、前任者の
残任期間とする。 
（選挙結果報告） 

第16条 選挙管理委員会は、開票内容が確
定し、⼜は無投票当選が確定した場合、
会⻑および各候補者に対し、速やかに選
挙の結果として当選者並びに次点者の⽒
名および順位を通知するものとする。 

２ 選挙管理委員会は、選挙の結果を学会
ニュース誌上⼜は⽂書および選挙後直近
の総会において会員に報告する。 

３ 繰り上げ当選者⼜は補⽋選挙当選者に
ついては、学会ニュース誌上⼜は⽂書に
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おける会員への選挙結果の報告により、
総会における報告と同⼀の効果を持つも
のとする。 

〔削除〕 
 
 
（監事の選任） 

第21条 監事は、会員としての権利を有す
る正会員で、⾃薦⼜は他薦により推薦さ
れた者の中から、総会において選任する。 

２ 監事が任期途中で⽋けた場合、直近の
総会において補⽋選任しなければならな
い。 

３ 補⽋選任された監事の任期は、前任者
の残任期間とする。 
（改廃） 

第22条 この細則の改廃は、委員会におい
て⾏う。 

２ 選挙管理委員会は、次回の選挙の施⾏
に関し必要と考えられる場合、この細則
中改正すべき事項を、委員会に対し勧告
することができる。 

 
附則 

この細則は、2007年2⽉17⽇から施⾏し、
2008年度役員選出選挙から適⽤する。 
附則 

この細則は、2008年2⽉7⽇から施⾏す
る。 
附則 

この細則は、2009年5⽉9⽇から施⾏す
る。 
附則 

この細則は、2013年4⽉14⽇から施⾏す
る。 
附則 

おける会員への選挙結果の報告により、
総会における報告と同⼀の効果を持つも
のとする。 
（送達⽅法） 

第17条 選挙に伴う⽂書の送達は、郵便に
よることを原則とする。 
（監事の選任） 

第18条 監事は、会員としての権利を有す
る正会員で、⾃薦⼜は他薦により推薦さ
れた者の中から、総会において選任する。 

２ 監事が任期途中で⽋けた場合、直近の
総会において補⽋選任しなければならな
い。 

３ 補⽋選任された監事の任期は、前任者
の残任期間とする。 
（改廃） 

第19条 この細則の改廃は、委員会におい
て⾏う。 

２ 選挙管理委員会は、次回の選挙の施⾏
に関し必要と考えられる場合、この細則
中改正すべき事項を、委員会に対し勧告
することができる。 

 
附則 

この細則は、2007年2⽉17⽇から施⾏し、
2008年度役員選出選挙から適⽤する。 
附則 

この細則は、2008年2⽉7⽇から施⾏す
る。 
附則 

この細則は、2009年5⽉9⽇から施⾏す
る。 
附則 

この細則は、2013年4⽉14⽇から施⾏す
る。 
附則 
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この細則は、2015年4⽉18⽇から施⾏す
る。 
附則 

この細則は、2016年4⽉11⽇から施⾏す
る。 
附則 

この細則は、2017年7⽉1⽇から施⾏す
る。 
附則 

この細則は、2017年10⽉22⽇から施⾏す
る。 
附則 

この細則は、2018年10⽉9⽇から施⾏す
る。 
附則 

この細則は、2026年1⽉12⽇から施⾏す
る。 

この細則は、2015年4⽉18⽇から施⾏す
る。 
附則 

この細則は、2016年4⽉11⽇から施⾏す
る。 
附則 

この細則は、2017年7⽉1⽇から施⾏す
る。 
附則 

この細則は、2017年10⽉22⽇から施⾏す
る。 
附則 

この細則は、2018年10⽉9⽇から施⾏す
る。 
 
 
 

 


